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歴史的風致形成建造物不指定通知書

年　　月　　日付けで歴史的風致形成建造物指定についての提案につきましては、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第12条第1項の規定による指定を行わないこととしますので、同法第13条第3項の規定により通知します。

記
　理由



　教育委員会の意見

教示
1　この処分に不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内に、彦根市長に対して審査請求をすることができます。
2　この処分の取消しを求める訴えは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に、彦根市を被告として(訴訟において彦根市を代表する者は彦根市長となります。)、提起することができます。
　　　なお、処分があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内であっても、処分の日の翌日から起算して1年を経過すると、この処分の取消しを求める訴えは、提起することができなくなります。ただし、1の審査請求をした場合には、この処分の取消しを求める訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に提起することができます。

1

